
秋田市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月31日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第41号

秋田市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則

秋田市都市公園条例施行規則（昭和40年秋田市規則第５号）の一部を次

のように改正する。

第６条第３項第１号中「千秋公園有料駐車場」を「千秋公園大坂有料駐

車場および千秋公園大手門通り有料駐車場」に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。


